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■Topics
　防災・減災、国土強靱化
　デジタル化（DX）の推進

　グリーン化（GX）の推進
　ポストコロナを見据えた地域づくりの推進　
　若手職員からの未来提言

強靱な県土づくりの強力な推進
AI カメラを活用した道路観測体制の強化
ICTを活用した河川観測体制の強化
生態系を活用した防災・減災対策　
グリーンインフラ（Eco-DRR）を積極的に導入

賑わいの創出と観光の復興に向けて
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■ 数字でみる県土整備部 ■

管理路線数は 325 路線
で、4,210 箇所の橋梁
と 127 箇所のトンネル
を管理しています。

県土整備部が管理する港
湾は 19 箇所あります。
その他、四日市港管理組
合が管理する国際拠点港
湾の四日市港があります。

325路線

一級河川 354 河川 ( 延長約 1,518 ㎞ )、二級河川
192河川 (延長約789㎞ )の河川を管理しています。

〇県土整備部が管理する河川延長は〇県土整備部が管理する道路延長は

約 3,450km 約 2,307km

4,210箇所

127箇所
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( 令和 4年３月３１日現在 )

( 令和 3年４月１日現在 )

( 令和 4年４月１日現在 )

海岸線の延長は全国８位の約 1,083 ㎞です。このう
ち、県土整備部が管理を行うのは約 330㎞（国土交通
省水管理・国土保全局所管 179 ㎞、国土交通省港湾
局所管 143㎞、両局重複 8㎞）となっています。

〇県土整備部が管理する海岸延長は

約 330km
〇県土整備部が管理する港湾は

県土整備部が管理するダ
ムは 3 箇所、建設中1箇
所があります。

県土整備部が管理する都
市公園は 6 箇所あり、年
間約 173 万人に利用さ
れています。

〇県土整備部が管理する都市公園は

19箇所

3箇所

6箇所

〇県土整備部が管理するダムは
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組織機構

■県土整備部　地域機関一覧

（令和 4年 4月 1日現在）
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令和４年度当初予算020202
SectionSectionSection

歳出
1,303億円

河川費
179（13.8%）下水道費

112（8.6%）

その他
321（24.7%）

災害復旧費
76（5.9%）

海岸費
27（2.1%）

内直轄負担金2

住宅費
3（0.2%）

港湾費
30（2.3%）
内直轄負担金6

都市計画費
25（1.9%）

道路費
462（35.5%）

内直轄負担金129内 直轄負担金129

内 直轄負担金44

砂防費
66

（5.1%）

歳出
795億円

道路費
462（58.1%）

河川費
179（22.5%）

海岸費
27（3.4%）

砂防費
66（8.4%）
内直轄負担金2

その他3（0.3%）
住宅費3（0.3%）

都市計画費
25（3.2%）

港湾費30（3.7%）
内直轄負担金6

内直轄負担金44

内 直轄負担金129

令和４年度県土整備部当初予算 令和４年度県土整備部一般会計公共事業当初予算

※１月補正予算含みベース（令和３年度１月補正予算＋令和４年度
当初予算）としています。
※受託公共事業、災害復旧事業を除いています。
※数値は四捨五入によるため、内訳と合計が一致しないことがあり
ます。

※１月補正予算含みベース（令和３年度１月補正予算＋令和４年度
当初予算）としています。
※特別会計（港湾整備事業）1.6 億円、企業会計（流域下水道事業）
254.9 億円を含みます。
※数値は四捨五入によるため、内訳と合計が一致しないことがあり
ます。

県土整備部一般会計公共事業 当初予算の推移
うち通常分 うち国土強靱化分等

（単位：億円）

※平成19,23,27, 令和元年度は 6月補正肉付け後予算となります。
※令和 3年度は 2月補正予算含みベース（令和 2年度 2月補正予算＋令和 3年度当初予算）としています。
※令和 4年度は 1月補正予算含みベース（令和 3年度 1月補正予算＋令和 4年度当初予算）としています。
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（１）強靱な県土づくりの強力な推進
　近年の激甚化・頻発化する風水害や切迫する地震災害等に屈しない、強靱な県土づ
くりが不可欠です。「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」について、「５
年後の達成目標」をふまえ計画的に進めます。また、流域治水プロジェクトの本格的な
展開や、幹線道路ネットワークのミッシングリンクの解消、老朽化対策等を着実に推進
するとともに、災害時のコントロールルームの高度化など危機管理体制を強化します。

（２）暮らしに身近な課題への対応の強化
　暮らしの安全・安心を実感していただけるよう身近な課題への対応を強化します。
通学路の交通安全対策を加速するとともに、警察等と連携した路面標示の改善、河川・
砂防ダムの堆積土砂の計画的な撤去、土石流災害の防止のための取組の強化等を進め
ます。

（３）デジタル化（DX）、グリーン化（GX）の推進
　道路ＡＩカメラや危機管理型水位計によるモニタリング体制の拡充や、路面標示の
維持管理へのＡＩ活用など、ICTを活用したインフラマネジメントの高度化を進めま
す。また、県産木材の活用や雨水浸透桝の整備などグリーンインフラを積極的に導入
するとともに、街路樹の樹形管理や地域との協働による花植えなど空間のグリーン化
にもメリハリをつけて進ます。　　　

（４）ポストコロナを見据えた地域づくりの推進
　ポストコロナにおける豊かで活力のある地域づくりを実施するため、公共空間の再
編による賑わいの創出や公園を活用したワーケーションを推進します。また、観光の
復興に向けたアクセス道路の改善や道の駅の利活用等に積極的に取り組みます。

（５）公共事業の的確な推進
　公共事業を効率的かつ円滑に実施し、引き続き順調な執行を確保するため、「第三次
三重県建設産業活性化プラン」に基づく労働環境の改善や ICTの活用、担い手の確保、
また不当要求対策の強化等を推進します。

県土整備部
令和４年度の取組方針
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道路整備030303
SectionSectionSection

■幹線道路網（高規格道路・直轄国道）の整備
　　東海環状自動車道や近畿自動車道紀勢線、北勢バイパス、中勢バイパス等の幹線道路網の整備を促進します。
　　また、道路ネットワーク機能の強化をめざし、鈴鹿亀山道路の早期整備及び名神名阪連絡道路の事業化に向けた取組を進め
ます。
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①東海環状自動車道（R8年度全線開通予定）

写真提供：北勢国道事務所 写真提供：北勢国道事務所

E１A

E２３

亀山JCT

③鈴鹿亀山道路
　（R4年度新規事業化）

写真提供：三重河川国道事務所

④中勢バイパス（R5年度全線開通予定）

写真提供：三重河川国道事務所

⑥新宮紀宝道路（R6年秋頃開通予定）

写真提供：紀南河川国道事務所

～次代につなぐ感動を呼ぶ道づくり～

②北勢バイパス（R6年度開通予定）

⑤一般国道167号 磯部バイパス（R6年度開通予定）

⑨県道館町通線（伊勢市） ⑩県道七色峡線（熊野市）⑧国道368号（伊賀市・名張市）

■県管理道路の整備
　　地域間交流を促進する道路ネットワークや観光復興に向けたアクセス道路の整備を進めます。
　　また、生活道路で車両のすれ違いが困難な箇所の解消などに向けた道路整備を進めます。

すれ違い困難箇所の解消観光振興に向けたアクセス道路の整備道路ネットワークの強化

⑦大安 ICアクセス道路（いなべ市）

（R6年度開通予定）

①
⑦

②
③

④

⑤

⑧

⑨

⑩

⑥

⑫

⑪

⑬⑬

⑭



国道 477号 水付橋（菰野町）

■道路の防災対策
　　災害発生時に対応できる輸送機能を確保するため、緊急輸送道路における橋の落橋や倒壊対策、洪水で橋が流されない対策、
道路の土砂崩れ防止対策および車両のすれ違いが困難な箇所を広げる対策に取り組みます。

■道路の維持管理
　　道路利用者が安心・快適に利用できるよう、剥離が進んだ区画線については継続的に引き直しを実施する等適切な維持管理
を行います。

■交通安全対策
　　千葉県八街市の事故をふまえた合同点検や通学路交通安全プログラムの対策箇所について、速効対策等も講じながら、関係
者とスピード感をもって交通安全対策を進めます。

道路整備

区画線の引き直し 橋梁等道路施設の修繕

ガードパイプ設置 注意喚起看板・グリーンベルト・減速帯設置

歩　道　整　備 あんしん路肩

県道鵜殿熊野線（紀宝町） 県道松阪一志線（松阪市）

国道 25号（伊賀市）

国道 25号（伊賀市） 国道 311号（熊野市）

対策前 対策後

対策前 対策後 対策前 対策後
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橋の落橋や倒壊対策 洪水で橋が流されない対策 道路の土砂崩れ防止対策 すれ違い困難箇所を広げる対策

⑫県道香良洲公園島貫線（津市）⑪国道 169号（熊野市） ⑬国道 260号（南伊勢町）

対策前 対策後 対策前 対策後

ガードパイプ

グリーンベルト

減速帯

注意喚起看板

⑭国道 368号（津市）

対策前 対策後



相川　大規模特定河川事業（津市）

流域整備040404
SectionSectionSection

■流域治水の推進
　　河川・海岸堤防の整備や砂防堰堤の整備などの治水対策をより一層加速化する
とともに、流域の既存施設を活用した治水対策や土地利用・住まい方の工夫を
含め、流域のあらゆる関係者との協働により、流域全体で総合的かつ多層的な治
水対策、「流域治水」を推進します。
◆流域治水プロジェクトに基づく取組の推進
　　「流域治水」を推進するにあたって、流域全体で取り組む治水対策の全体像を
示すため、令和 3 年度までに三重県内の全ての水系において流域治水プロジェ
クトを策定しました。今後、流域治水プロジェクトに基づき関係者と共に取組を
進めます。

■河川の整備
◆洪水防止対策
　　浸水被害から県民の命と財産を守るため、堤防の整備やダムの建設等、河川施設の整備を進めます。

◆地震・津波対策
　　大規模地震発生後の津波等による浸水被害を軽減するため、地震・津波対策を進めます。

◆河川堆積土砂撤去
　　河川の流下能力を回復するため、砂利採取制度を活用し官民連携を図り、また関係市町と優先度を検討しながら堆積土砂の
撤去及び河川内の樹木伐採を進めます。さらに、砂防堰堤の堆積土砂撤去や治山部局とも連携しながら、土砂堆積の抑制に向け
た取組も進めます。

釜屋川排水機場（鈴鹿市）【完成予想図】鳥羽河内ダム（鳥羽市）
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延命化対策ダム建設河川改修

堀切川排水機場（鈴鹿市）【完成予想図】鳥羽河内ダム（鳥羽市）

利水ダムの活用（事前放流）ため池の活用（洪水調節機能の強化）水田貯留（田んぼダムの推進）

耐震対策（水門）のイメージ

流域治水プロジェクト（イメージ）

地震による柱等の損傷で、ゲートが開閉
　出来なくなるリスクがあります。

出典：国土交通省資料

河川に堆積した土砂の撤去

金渓川（菰野町）

撤去前 撤去後

～県民の安全・安心を守る流域一体となった県土づくり～

田んぼに堰板を設置し、
一時的に雨水を貯留

農業用ため池の堤体を
強化し、治水に利用

下流河川の浸水被害を軽減します。
機器の故障を未然に防止するため、
メンテナンスを実施します。

（撤去後）

（撤去前）
河川堆積土砂撤去のイメージ

 

 

流下能力を回復します。

堤防の耐震対策大型水門の耐震対策

せん断補強工法 

鍋田川（木曽岬町）岩本樋門（紀北町 )



整備中

未整備
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土砂災害対策のイメージ 土砂災害防止施設の整備 危険な盛土の通報システムの運用

■土砂災害対策の推進
　　砂防えん堤や擁壁等の土砂災害防止施設の整備を進めます。一方、避難に資するソフト対策として、開発等で地形改変などが
あった箇所を抽出して２巡目の基礎調査に取り組むとともに、土砂災害警戒区域等の指定を引き続き進めます。また危険な盛
土をいちはやく発見するため、住民からの通報システムの運用を開始します。

◆海岸保全施設の整備
　　津波や高潮・侵食による浸水被害から、堤防等の背後に住む県民の生命と財産を
守るため、海岸保全施設の整備に取り組みます。

出典：国土交通省ホームページ
(https://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/tei_hataraki.pdf)

オカ谷（紀北町）

■港湾・海岸の整備

◆県管理港湾の機能充実
　地域の人流・物流ネットワークの拠点としての港湾機能を維持し、県民生
活と産業活動を支えるとともに、大規模災害発生時において、緊急物資等の海
上輸送機能を確保します。このため、老朽化が進む岸壁等の港湾施設の更新・
修繕や臨港道路橋梁等の耐震対策に取り組みます。　

港湾施設の老朽化対策 臨港道路橋梁の耐震対策

流域整備

老朽化対策

地震対策 高潮・侵食対策

津松阪港（松阪市） 長島港（紀北町）

城南第一地区海岸（桑名市） 上野地区海岸（津市） 宇治山田港海岸（伊勢市）

対策が完了した岸壁の
接岸・荷役作業状況

未整備

道行地区海岸（南伊勢町）

住 民 【

地域の建設事務所など
担当者へ

防災砂防課が関係各所の
受付窓口になります。

『盛土１１０番』の設置

令和４年６月運用開始

防災砂防課
受付窓口】

◆県管理港湾の機能充実による地域の活性化
　港湾の脱炭素化、港湾活用による地域産業や観光の活性化に取り組みます。

鳥羽港（鳥羽市）
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都市政策050505
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◆コンパクトで賑わいのあるまちづくり
　　都市計画区域マスタープランをふまえた市町の立地適正化計画の策定を支援し、
都市機能・居住機能の誘導や災害の危険性が高いエリアの土地利用規制を行うこ
とで、 コンパクトで賑わいのある安全なまちづくりを推進します。
　　また、緊急輸送道路における電線類地中化等の防災・減災対策に取り組みます。

◆都市基盤整備
　　都市公園において、ワーケーションの推進に必要な公園整備や官民連携による公
園の運営管理、Park-PFI 手法などを活用した公園整備を進めます。

◆地域と連携した景観づくり
　　地域住民と連携した市町の景観づくりの取組の支援、景観に配慮した建築物や公
共施設等への誘導、屋外広告物の設置の適正化や安全対策の充実に取り組みます。 出典：国土交通省資料

（都）外宮度会橋線（伊勢市）

■下水道の整備
　　公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、流域下水道の
整備を推進するとともに施設の老朽化対策を進めます。

◆下水道が使用可能な地域の拡大
　南部浄化センター第２期整備事業
　宮川流域幹線管渠延伸事業

南部浄化センター第２期整備事業

老朽化した汚泥脱水機の更新

◆下水道施設の老朽化対策の推進

更新前 更新後

■都市政策の推進

ワーケーションの推進

立地適正化計画イメージ

Park-PFI手法による公園整備 電線類の地中化

鈴鹿青少年の森 (鈴鹿市 )カフェ完成イメージ図熊野灘臨海公園 (紀北町 )プール完成イメージ図

三重県人口
 1,794,704人 

57.8% 

下水道 
約103.8万人 農業集落排水等

約 9.7 万人 
5.4% 

合併処理
浄化槽 
約43.3万人 

24.1% 

コミュニティ
プラント
約 0.3 万人
0.2% 12.5% 

生活排水処理
施設未普及 
約 22.2 万人 

三重県における生活排水処理状況（令和2年度末)

南部処理区 
供用開始 H8.1

松阪処理区 
供用開始 H10.4

宮川処理区 
供用開始 H18.6

北部処理区 
供用開始 S63.1

雲出川左岸処理区 
 供用開始 H5.4

志登茂川処理区 
供用開始 H30.4

下水道普及率 
三重県 57.8%（87.6%）
全 国 80.1 %（92.1%）
（　）は生活排水処理全体

流域下水道の処理区と処理場の位置図

～安全で快適なまちづくり～
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住まい政策060606
SectionSectionSection

■適確な建築・開発行政の推進
　　「建築基準法」に基づき新築建築物等の審査・検査や不特定多数の者が利用する既存建築物の適正な維持保全のための指導
・助言等を行うとともに、「都市計画法」に基づき適確な開発行為の許認可等を行うことにより、安全・安心な建築物及び宅地
の確保に取り組みます。

外壁改修 屋上防水改修 住戸内改修（LDK化）

■住宅・建築物の耐震対策
　　戸別訪問等により住宅耐震化を促進するとともに、木造住宅の耐震診断、耐震改修、除却等を支援するほか、低コストの耐震
改修工法等の普及を図るため、設計者や施工者向けの講習会を開催します。また、避難路沿道建築物の耐震診断や耐震改修等に
対する支援を行います。

■住宅政策の推進
◆空き家対策
　　空家等対策計画等に基づき取組を進める市町に対する 必要な助言や情報提供等を行うとともに、空き家の活用や危険空き家
の除却を支援します。また、空き家の適正管理等についてセミナーや相談会を開催します。

木造住宅の耐震改修 柱・梁補強による耐震改修 鉄骨ブレースによる耐震改修

～安全で快適な住まいづくり～

◆住宅セーフティネットへの取組
　　高齢者などの住宅確保要配慮者が円滑に入居できる賃貸住宅（セーフティネット住宅）の登録促進に向け、制度の普及に取り
組むとともに、市町や社会福祉協議会、不動産関係団体、居住支援法人等と連携した住宅確保要配慮者の居住支援活動に取り組
みます。

◆公営住宅の長寿命化および快適な住環境整備
　　既存県営住宅の長寿命化のため、外壁改修および屋上防水改修工事等を行うとともに、安全、安心および快適な住環境整備の
ため、住戸内改修工事を行います。

空き家の活用例

改修前 改修後
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公共事業総合政策070707
SectionSectionSection

■第三次三重県建設産業活性化プラン
　　建設業は災害対応等、「地域の守り手」として、県
民の安全・安心の確保に重要な役割を担っていま
すが、人口減少・高齢化の流れが加速する中、担い
手の確保が急務となっています。　「第三次三重県
建設産業活性化プラン」に基づいて、担い手確保に
向けた建設業の魅力発信、働き方改革の推進のた
めの週休二日制工事の拡大、生産性向上のための
ＩＣＴの活用拡大、技能労働者の処遇改善に向け
た建設キャリアアップシステムの活用などの取組
を推進します。

地域の建設企業による災害対応 地域の建設企業による防疫対応

～建設業の担い手確保を推進～

◆建設業の魅力発信
　若手入職者の確保のため、ＳＮＳやＨＰの活用や写真展、現場見学会、出前授業等の開催などにより建設業の魅力を発信し
ます。また、建設業の女性の活躍を後押しするため、女子学生との意見交換会や女性技術者交流会を開催しています。

◆週休二日制工事の拡大
　若者の入職や定着には、週休二日などの働き方改革の推進が必要なことから、４週８休指定型工事を段階的に拡大します。

目標：第三次三重県建設産業活性化プラン
４週８休達成率＝４週８休達成した工事件数/週休二日制
工事発注件数

0%
20%
40%
60%
80%
100%

R2 R3 R4 R5

実績

※目標
７０％

令和４年度

舗装工事
法面処理工事

令和２年度

４週８休指定型工事の拡大

土木一式工事
（７千万円以上）

土木一式工事
（３千万円以上）

令和３年度

土木一式工事
（すべて）

女子学生との意見交換会

写真展

現場見学会

出前授業

県土整備部に、若者と年齢が近い中堅・若手職員で構成する
「担い手確保支援チーム」を設置し、建設業界と連携し
魅力発信や女性活躍を加速させます。



公共事業総合政策

工事検査080808
SectionSectionSection

◆検査の目的
　　三重県が発注した工事が完成し、その代価を支払う際には、契約どおりに工事目的物が完成しているか確認する必要があり
ます（地方自治法第 234条の 2）。
　　そのため、工事完成後、または必要に応じて施工途中に工事検査を実施します。

◆検査の対象
　　工事検査は、副知事を本部長とする「公共事業総合推進本部」の所掌事務として、中立・公正な立場で、農林水産部・県土整備
部等の知事部局、企業庁、病院事業庁及び教育委員会が所管するすべての建設工事及び測量・調査・設計業務を対象に行いま
す。

11

■入札・契約制度
　　公正性、透明性を確保しつつ、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の基本理念である「現在及び将来の公共工事の品質
確保並びにその担い手の中長期的な育成・確保等」を実現するため、入札・契約制度の適正な運用・改善に取り組みます。

■総合評価方式
　　入札・契約制度において、価格に加えて価格以外の多様な要素を考慮し、総合的に優れたものを評価する総合評価方式を運
用しています。入札参加者や学識者の意見を聞きながら、状況の変化に応じた制度の改善に取り組みます。

■不当要求根絶に向けた取組
　　建設工事等の受注者への不当要求等に対して、警察や建設業界などと連携した「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」を積
極的に運用し、建設工事の不当要求根絶に取り組みます。

◆ＩＣＴの活用拡大
　建設現場の生産性向上、受発注者の業務の効率化、一連の建設生産・管理システムの効率化に向け、ＩＣＴの活用拡大に取
り組みます。

◆建設キャリアアップシステムの活用
　技能者の処遇改善や技能の研鑽を図ることをめざし、建設キャリアアップシステム活用を促進します。
　令和３年１０月から土木一式Ａランクを対象に「CCUS活用モデル工事」を実施しており、令和４年度は建築一式Ａランクを
追加し、土木一式Ｂランクに拡大していきます。 

②土木工事における遠隔臨場の試行① ＩＣＴ活用工事の実施

③３次元データ建設・管理システムの試行

建設事務所

WEB会議システム スマートフォン

施工現場遠 隔 臨 場

（BIM/CIM）

紙（2次元）を主体とした業務　　　　　 デジタル（3次元）情報を併用した業務  

干渉を確認

適用工種の拡大

令和３年度

構造物工
海上地盤改良工

土工、舗装工、舗装工（修繕工）
法面工、浚渫工 ( 港湾）　など

令和４年度

ドローンの活用

ＩＣＴ建機の活用（舗装工）

ＩＣＴ建機の活用

建設キャリアアップシステム（CCUS）とは、業界統一のルールで就業履歴や保有資格などをＩＣカードを通じ蓄積するシステムです。

①事業者・技能者情報の登録 ②カード交付、現場での読取 ③レベル分けの評価

・本人情報
・保有資格等

・商号、所在地
・建設業許可番号等

システムに情報を登録

技能者に
ICカードを交付

現場に設置した
カードリーダー
で読取
就業履歴を蓄積

初級技能者

中堅技能者
職 長

高度なマネジメント
能力を有する者技能と経験を４つの

レベルで評価



現状
33％

現状
―

12

法面・盛土の土砂災害防止対策 渡河部橋梁の流失防止対策 橋梁耐震対策

河口部の大型水門・樋門等の耐震化 越水しても壊れにくい粘り強い堤防強化対策 砂防ダム堆積土砂の撤去

防災・減災、国土強靱化111
TopicsTopicsTopics

■三重県独自の５年後の達成目標
◆道路分野　主な達成目標

　　｢防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」が令和３年度よりスタートしました。
　　この「５か年加速化対策」の実施に際して、国では、全国的な「５年後の達成目標」を対策ごと
に定め、計画的に推進することとしています。 三重県としても県独自の「５年後の達成目標」を
策定し、県土整備部が管理する道路、河川等の施設への主な対策（18対策）及び対策完了時期
＜試算＞を明記しています。 引き続き、県民の皆様のご理解とご協力を得ながら、災害に負け
ない強靱な県土づくりを加速します。

～強靱な県土づくりの強力な推進～

４施設

約10施設

約5万㎥

約60万㎥

1基

9基

要対策
149箇所

要対策
20施設

５年後
約40％

19箇所

約60箇所

３か年緊急対策で実施 緊急輸送道路

現状
13％ R3実績（17％）

R4 見込み（21％）

一般国道 260号（南伊勢町）

笹笛川防潮水門（明和町）

５か年
加速化対策

要対策
８８橋

約４橋

現状
―

５年後
約50％

５年後
約50％

R3実績（13％）

R4 見込み（25％）

R4見込み
（25％）

一般国道 25号（伊賀市～奈良県山添村）

５か年
加速化対策

５か年
加速化対策

緊急輸送道路 緊急輸送道路

要対策
553橋

R4見込み（92％）
R3実績（91％）

R4見込み（13％）

R3実績（7％）

488橋
464橋

現状
88％

現状
3％

現状
9％

津芸濃大山田線（津市）

R8年度
100％

◆流域分野　主な達成目標

３か年緊急対策で実施

５か年
加速化対策

現状
20％

要対策
約38km

要対策
約2km

要対策
11基要対策

6公園

要撤去
約180万㎥約26km

約9km

R3実績（45％）

R3実績（50％）

R4 見込み（53％）

R4見込み（20％）

堀坂川（松阪市）

北部処理区桑名幹線（桑名市） 熊本地震（熊本県上益城郡益城町）　写真提供：熊本県亀山サンシャインパーク（亀山市）

大野内川砂防ダム（紀北町）

５年後
約70％

５年後
約80％

５年後
100％

５か年
加速化対策

現状
22％

通常事業で対応

５年後
約30％

都市公園の老朽化対策 下水道マンホールの耐震補強 下水道管路の地震対策

◆都市分野　主な達成目標

R4見込み
（82％）

５か年
加速化対策

５か年
加速化対策

1公園

2公園

５年後
100％

５か年
加速化対策

５か年
加速化対策
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AI 路面標示劣化検知システム

デジタル化（DX）の推進222
TopicsTopicsTopics

R３年度R３年度

R４年度～R４年度～

画像

・切迫感のある画像を提供し地域住民に適切
　な避難判断を促す（R3.4.19 運用開始）

②川の防災情報（国）での画像データの提供

画像 河川情報センター
FRICS

③河川DX中期計画に基づく河川監視体制の強化

三重県

R２年度R２年度 R３年度R３年度

危機管理型水位計の設置

水位計センサー部
・洪水時には、５分単
　位で水位観測

自立型IoT通信部
・IoT技術と合わせて
　通信コストを削減

五十鈴川派川引舟橋（伊勢市）

人家等の浸水リスクが高い箇所や水防活動上
重要な箇所など、県内 170河川 213箇所に令
和 3年度までに設置済

＜河川監視機器の設置方針＞
・背後に人家があり、過去に浸水被害がある箇
所の中で、堤防高が低い箇所やバックウォー
ター現象が発生する恐れがある箇所を重点監
視箇所として水位計、カメラの両方を設置、情
報提供

＜観測データの利活用＞
・豪雨、河川別に河川データを
アーカイブ化

・AI 画像解析による流況観測
や異常検知

重点監視箇所
水位計＋カメラ
（102箇所）
監視箇所
水位計のみ
（223箇所）

浸水被害の
実績がある
箇所
（683箇所）

堤防背後に
人家等があ
る河川
（458河川）

平常時や災害時に安全で円滑な通行を確保するため、AI カメラ
の設置を計画的に推進

ＩＣＴを活用して身近な路面管理の効率化を推進

AI カメラによる観測開始（10箇所）

道路DX中期計画に基づく観測体制の拡充

平常時
交通量の常時観測
主要渋滞箇所

観光地

ICアクセス道路等

災害時
災害時の異常検知
緊急輸送道路等

冠水危険箇所

積雪危険箇所

人流観測 駅周辺等

・既存カメラ・民間カメラの活用　　・国のシステム等との連携
・他の交通データ（ETC2.0 等）との連携

道路のデジタル化（DX）

河川のデジタル化（DX）

・当面 5年間で、約 100箇所
での観測をめざす

・河川カメラや新たなコント
ロールルームと連携したシ
ステムを構築

（※国土交通省HPより抜粋）

交通マネジメントのデジタル化 メンテナンスのデジタル化

R4(2022）年度システムの実証試験着手

車載カメラ
GPS撮影

AI による劣化判定 路面状況の
データベース化
（帳票・地図表示）

路面振動探知システム

導入検討中

スマートフォンアプリを利用した
　路面振動検知システムの導入検討
路面状況の自動判定、データベース化　

道路通報システム

導入検討中

落石・落下物等
の発見

連
　
携

道路利用者 県職員

災害・落下物
処理等の迅速化
（システム導入検討）

•  県内水位周知河川38河川、44箇所にカメラ
　を設置
※水位周知河川・・・洪水により相当な損害を生じる恐れが
　ある河川として水防法により指定した河川

①簡易型河川カメラの設置

通常時

出水時

五十鈴川（伊勢市）

R４年度～R４年度～

～AIカメラを活用した道路観測体制の強化～

～ICTを活用した河川観測体制の強化～

✚



・公共工事への県産木材の活用 

グリーン化（GX）の推進　333
TopicsTopicsTopics

14

R３年度：公共土木施設の県産木材利用５か年計画策定

R４年度：５工種で県産木材の使用を原則化
　①工事案内看板　②仮設防護柵工　③公園施設工
　④植栽支柱工　　⑤木製ガードレール

R７年度までに２５工種に拡大予定

仮設防護柵工

植栽支柱工

公園施設工

木製ガードレール（和歌山県）

・「道の駅」の新たな連携による観光 PRの促進

・雨水浸透桝の整備
　気候変動による災害リスクの増加や都市化による雨水の貯留機能低下が課題となっており、雨水の一時的な貯留
やゆっくり地下へ浸透させる効果を持つ雨水浸透桝の整備が必要
R３年度：試行導入の開始

R４年度：試行導入箇所の拡充・検証
　　　　　　市町と連携し、面的な展開を検討 雨水浸透桝（横浜市）

・みえ花と絆のプロジェクト
　花植え活動を通じ、様々な方が知り合い
いざというときに助け合える地域づくり
など地域の絆を強める取組
　全１０建設事務所が県内各地で工夫し
て実施

　周辺観光施設や高速道路等と
連携した、リアルな観光情報の
発信について、学生のアイデア
を活かしながら強化

ポストコロナを見据えた地域づくりの推進

WEB＋リアル
観光情報の発信

地元学生の
斬新なアイデア

～生態系を活用した防災・減災対策～
グリーンインフラ（Eco-DRR）を積極的に導入

～賑わいの創出と観光の復興に向けて～

あと

・観光地へのアクセス道路の改善
　地域の観光復興のために、観
光地の課題に対して地元と連
携し、様々な対策を講じること
によりアクセス道路を改善

待避所の整備駐車スペースの確保

311

案内板の充実〔丸山千枚田の例〕 県道　熊野矢ノ川線



　　10 年後のリーダーを担う世代の若手職員が勉強会を立ち上げ、「未来提言」をとりまとめ、
知事や県議会に提言を行っています。

若手職員からの未来提言444
TopicsTopicsTopics ～チャレンジの灯を絶やさない～

15

■１期生の取組（令和２年度～令和３年度）
　　大都市部への過度な一極集中や既存の価値観から脱却し、新しい価値観、新しい魅力を持った将来の三重の姿に
ついて考えるため、夢や想いについて、お互いに提案、議論をし、「10年先を見据えた県土整備のミッション（Ver.
１）」を提言し、提言内容の実装に取り組みました。

■２期生の取組（令和３年度～）
　　近年のカーボンニュートラル・グリーン社会など社会が大きく変化を見せ始める中、この変化に積極的にチャ
レンジするため、未来提言Ver.２として「県土「GX」～グリーンで新しい変化を～」を提言し、職場環境のグリーン
化に取り組みはじめました。

提言をとりまとめ知事へ提案

提言のとりまとめ

職場環境のグリーン化

提言をとりまとめ知事へ提案
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＼公式ホームページもチェック！／

公式Twitter
やってます！

＼フォローしてね／

@mie_kendoseibi

！

●道路の整備や利用に関する情報
●河川や海岸の防災に関する情報
●住まい・まちづくりに関する情報
●日々の業務や建設現場の様子　など

公式マスコット「ちどりん」と一緒に
お届けしています！

フォローはQRコード、またはTwitter内で「三重県県土整備部」を検索

三重県 県土整備部



三重県 県土整備部

＜令和３年度～令和７年度＞

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

５年後の達成目標 Ver.2

令和３年５月策定

令和４年３月改定

資料２



災害に負けない強靱な県土づくりを加速

＜目標設定・フォローアップ等＞
本目標は、令和３年度予算（１４か月予算、県土整備部所管）における、国土強靱化

予算が、同水準で５年間継続することを前提に、マクロで試算したものです。個別の実

施箇所は、各地域における状況を踏まえ、各年度当初に決定します。

本目標の達成状況は、毎年度フォローアップ・公表します。また、県民の皆様にわか

りやすく伝わるよう、随時、本目標を含めた内容の改善に努めてまいります。紀伊半島大水害（紀宝町）

はじめに

目 次

1. はじめに

2. 国土強靱化予算と達成目標

3. ５年後の達成目標一覧

4. 各対策メニューの概要と目標

5. その他の対策メニュー

6. 対策の完了時期＜試算＞

１

令和３年は、紀伊半島大水害、東日本大震災から

１０年の節目の年。

国では、防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策に続き、

令和３年度より「５か年加速化対策」をスタートすることになりました。

その際、各種対策について、全国的な「５年後の達成目標」を定め、

対策を計画的に進めることとしています。

このため、三重県においても、県管理施設への主

な対策について、計画的に推進するための「５年後

の達成目標」を定めました。

県民の皆様のご理解とご協力を得ながら、災害に負けない強靱な

県土づくりを加速してまいります。

• Ver.2では、対策メニューの追加及び対策完了時期＜試算＞
の追加を行いました。

・・・・・ 1

・・・・・ ２

・・・・・ ３

・・・・・ ５

・・・・・ 23

・・・・・ 24



国土強靱化予算と達成目標

国土強靱化予算の推移（県土整備部所管） 達成目標（対策完了率）

H30
年度

R元
年度

R2
年度

R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

対
策
完
了
率（
％
）

３か年
緊急対策

５か年
加速化対策

５年後の達成目標

現状

※ 上記予算額は、県予算（一般会計）における
国補公共事業及び直轄事業負担金の合計額です。

２

約1.5倍

92.7 

144.8 
113.0 

225.8 

171.5 

0

50

100

150

200

250

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度
（H30年度補正）

国
土
強
靱
化
予
算
（
億
円
）

約1.9倍

３か年
緊急対策

５か年
加速化対策

（R２年度補正）（R３年度補正）

３か年平均１１７億円/年



100%

約40%

約80%

約40%

100%

約50%

約60%

100%

約70%

約50%

約40%

33%

8%

73%

36%

20%

20%

47%

88%

-

-

13%

主な対策メニュー 備考 頁

道

路

① 法面・盛土の土砂災害防止対策
（緊急輸送道路）

5

② 渡河部橋梁の流失防止対策
（緊急輸送道路）

6

③ 舗装修繕
（緊急輸送道路）

7

④ 橋梁の耐震補強
（緊急輸送道路）

県独自項目
※R8年度完了

8

⑤ 未改良区間の整備
（緊急輸送道路）

県独自項目
着手率

9

流

域

⑥ 河口部の大型水門・樋門等の耐震化 10

⑦ 洪水浸水想定区域図の作成 11

⑧
砂防堰堤等による避難所・要配慮者利
用施設の保全

施設カバー率 12

⑨ 海岸堤防等による高潮対策 13

⑩ 河川堆積土砂の撤去 県独自項目 14

都
市

⑪ 都市公園の老朽化対策 15

５年後の達成目標一覧 (1)

※

要対策数に対する対策完了率

３

3か年緊急対策以外

3か年緊急対策で実施

Ｒ３年度見込み

Ｒ４年度見込み

17%21%

13% 25%

26% 32%

90%92%

54% 57%

25%

100%

37%37%

74%75%

13% 20%

50%

５年後（R７年度末）現状（R２年度末） 進捗

Ｒ５～７年度予定



100%

約80%

約30%

約50%

約20%

約80%

約70%

-

9%

3%

40%

10%

37%

22%

主な対策メニュー 備考 頁

流

域

⑫
越水しても壊れにくい粘り強い堤防
強化対策

16

⑬ ダム整備（鳥羽河内ダム）
事業進捗率
R10年度完成予定

17

⑭
ゼロメートル地帯における河川堤防の
耐震対策

着手率 18

⑮
ゼロメートル地帯における海岸堤防の
耐震対策

19

⑯ 砂防ダム堆積土砂の撤去 県独自項目 20

都

市

⑰ 下水道マンホールの耐震補強 21

⑱ 下水道管路の地震対策 着手率 22

５年後の達成目標一覧 (2)
要対策数に対する対策完了率

４

45% 53%

46% 53%

43%46%

82%

7% 13%

3か年緊急対策以外

3か年緊急対策で実施

Ｒ３年度見込み

Ｒ４年度見込み

５年後（R７年度末）現状（R２年度末） 進捗

Ｒ５～７年度予定

20%

13%16%

追加

追加

追加

追加

追加

追加

追加



道路の法面や盛土において、

急な勾配、水を含むと強度が低

下しやすい地質、表層で湧水の

発生、小規模な亀裂が存在する

など、豪雨時に崩壊するリスクが

ある箇所が、緊急輸送道路で

１４９箇所確認されています。

 法枠工：斜面をコンクリート製

の枠で固定して崩落を防止

 落石防護網工：斜面をネット

等で覆うことにより落石によ

る被害を防止

 落石防護柵工：道路際等に柵

を設置し、落下する石を受け

止めることで被害を防止
等

要対策

１４９箇所

現状

１３％

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 一般国道１６６号（松阪市）法枠工

○ 一般国道４２２号（大台町）落石防護柵工

○ 一般国道３６８号（仁柿峠バイパス）法枠工

平成２９年台風第２１号（伊賀市）

国道１６６号(松阪市)

法枠工

① 法面・盛土の土砂災害防止対策（緊急輸送道路）道路

５年後の達成目標

現状：令和３年３月現在の対策完了箇所数（１９箇所）

３か年緊急対策で１９箇所実施

５年後

約４０％

５

災害リスク

対策例

１９箇所

約６０箇所

１４９箇所

※：平成３０年度に実施した重要インフラの緊急点検結果に

よる要対策箇所に点検以降判明した要対策箇所を加えた

箇所数

令和３年度見込み

令和４年度見込み
（２１％）

（１７％）

※

完了率



② 渡河部橋梁の流失防止対策（緊急輸送道路）道路

５年後の達成目標

令和２年７月豪雨（熊本県球磨川）
写真提供：国土交通省九州地方整備局

渡河部の橋梁は、橋脚数が多

い構造の場合、水圧や流木の衝

撃等で橋自体が流失するリスク、

橋の基礎部分が激流で洗堀され

るリスク等があります。

緊急輸送道路のうち、橋脚によ

る河川の流れへの影響が大きく、

かつ耐震基準を満たしていない

橋梁が８橋確認されています。

橋脚数が多い橋梁について

架け替えを行い、橋脚数の少な

い構造形式に変更し、河積阻害

率※を抑えることにより、豪雨時

の橋梁の流失を防止します。

※：河積阻害率とは、橋脚等、河川の中の

水の流れを阻害する構造物の幅の合計

と川幅の比です。原則として５％以内

に収める必要があります。

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 一般県道香良洲公園島貫線香良洲橋（津市）

○ 一般国道３１１号古川橋（尾鷲市）

５年後

約５０％

現状

―

要対策

８橋

現状：本対策は５か年加速化対策で新たに講じるものである

ため「－」としている。

６

災害リスク

対策例

約４橋

８橋

橋
脚

橋
脚

橋
脚

橋
脚

※：令和３年３月現在の流失するリスクがある渡河部橋梁数

令和３年度見込み

令和４年度見込み
（２５％）

（１３％）

※

完了率



③ 舗装修繕（緊急輸送道路）道路

５年後の達成目標災害リスク

対策例

路盤を含め損傷した舗装を取

り除き、計画交通量等に基づき

決定した舗装構成で、舗装を打

ち換えます。

老朽化に伴う舗装のひび割れ

が、アスファルト層を貫通すると、

雨水が路盤まで浸透し、路盤の

支持力が低下するなど、舗装の

損傷が拡大し、自動車等の走行

に著しい支障が生じます。このよ

うなリスクがある道路が、緊急輸

送道路で約５７km確認されてい

ます。

舗装断面

路盤

路床

ｱｽﾌｧﾙﾄ層

国道３０６号（津市）

舗装の打ち換え

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 一般国道３６５号（四日市市）

○ 一般国道３０６号（津市）

○ 一般国道１６６号（松阪市）

○ 一般国道３１１号（熊野市） 等

５年後

約７０％

現状

―

要対策

約５７km

現状：本対策は５か年加速化対策で新たに講じるものである

ため「－」としている。

７

約４０km

約５７km

※：令和２年度調査において舗装の打ち換えが必要と判断

された道路の延長

令和３年度
見込み

令和４年度
見込み
（３２％）

（２６％）
※

完了率



④ 橋梁の耐震補強（緊急輸送道路）道路

５年後の達成目標

現状：令和３年３月現在の対策完了箇所数（４８８橋）

３か年緊急対策で２４橋実施

阪神淡路大震災以前の基準で

設計された橋梁は、関東大震災

クラスの地震をもとに設計されて

おり、阪神淡路大震災クラスの

大規模地震が発生した場合、橋

脚等が損傷し、長期間通行が出

来ないリスクがあります。このよう

な橋梁等が、緊急輸送道路で

５５３橋確認されています。

災害リスク

対策例
阪神淡路大震災クラス等の大規

模地震が発生した際にも損傷が

限定的なものに留まり、速やかに

機能回復が出来るように対策を講

じます。

 橋脚の補強：橋脚を鉄筋と特
殊なモルタル等で補強

 落橋防止対策：橋桁と橋脚を
連結すること等で橋桁の落下
を防止 等

阪神淡路大震災（兵庫県神戸市）
写真提供：国土交通省近畿地方整備局

津芸濃大山田線 雲林院橋（津市）

落橋防止対策

＜主な実施箇所：令和３年度＞

○ 主要地方道神戸長沢線汲川原橋（鈴鹿市）

○ 主要地方道松阪久居線須賀瀬大橋（津市）

○ 一般国道１６６号高見大橋（松阪市）

○ 一般県道桑名東員線中央大橋（東員町） 等

現状

８８％

令和８年度

１００％

要対策

５５３橋

８

４８８橋

４６４橋

※：令和３年３月現在の緊急輸送道路上の１５ｍ以上の橋梁数

令和３年度見込み
令和４年度見込み（９２％）

（９０％）

５５３橋

※

完了率



⑤ 未改良区間の整備（緊急輸送道路）道路

５年後の達成目標

国道３６８号（名張市）

未改良の緊急輸送道路

国道３６８号（名張市）

２車線改良

現在の道路構造令は、車道の

幅員を５．５m以上としていますが、

これを満たさない未改良の道路

では、車両のすれ違いが困難で

あるなど、災害時の緊急輸送を

円滑に実施することが出来ない

リスクがあります。このようなリス

クがある道路が、第二次緊急輸

送道路で約１９km確認されてい

ます。

現道の拡幅整備（５．５ｍ以上）

や、線形の悪い箇所ではバイパ

スを整備するなど、大型車両が

容易にすれ違える２車線の道路

に改良を行います。

現状

４７％

５年後

約６０％

要対策

約１９km

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 一般国道１６６号（松阪市）

○ 一般国道３６８号（津市・名張市）

○ 主要地方道四日市鈴鹿環状線（四日市市）

○ 一般県道木曽岬弥富停車場線 （木曽岬町） 等

現状：令和３年３月現在の着手済み延長数（約９km）

９

災害リスク

対策例

約９km

約１２km

約１９km

令和３年度見込み
令和４年度見込み（５７％）

（５４％）

※１：本対策は、３か年緊急対策の対象ではなかったため、

従前は通常事業で対応

※２：令和３年３月現在の未改良の第二次緊急輸送道路の延長

※１

※２

着手率



⑥ 河口部の大型水門・樋門等の耐震化流域

５年後の達成目標

現状：令和３年３月現在の対策完了箇所数（４施設）

３か年緊急対策で４施設実施

これまでの水門は、供用中に

発生する確率の高い地震（L1

地震動）をもとに設計されてお

り、南海トラフ地震等の大規模

地震が発生した場合、柱等が

損傷し、ゲート開閉が出来ない

等のリスクがあります。この様

な大型水門等が、 ２０施設確

認されています。

災害リスク

対策例
将来にわたって考えられる最

大級の強さを持つ地震（L2地震
動）に耐えられるように対策を
講じます。

 水門柱の補強：鉄筋と特殊
なモルタル等で補強

 排水機場建屋の補強：柱や
壁等を鉄筋とコンクリート等
で補強 等前川 鵜方水門(志摩市)

水門柱の補強

＜主な実施箇所：令和３年度＞

○ 鍋田川下水門（木曽岬町）

○ 笹笛川防潮水門（明和町） 等

現状

２０％

５年後

約５０％

要対策

２０施設

ゲート ゲート
柱 柱 柱

４施設

約１０施設

２０施設

※：平成３０年度に実施した重要インフラの緊急点検による

要対策施設数

10

令和４年度
見込み
（２５％）

※

完了率



⑦ 洪水浸水想定区域図の作成

５年後の達成目標

現状：令和３年３月現在の対策完了箇所数（１０４河川）

３か年緊急対策で１０４河川実施

水位周知河川以外の全ての

県管理河川について、洪水浸

水想定区域図※を作成・公表し

ます。
※：洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保

を図るため、想定しうる最大規模の降雨

により河川が氾濫した場合に浸水が想定

される区域や、水深、浸水継続時間等

を記載。これに基づき、市町ではハザード

マップを作成し、各世帯に提供。

災害リスク

対策例

水害による被害軽減を図るた

め、洪水予報河川、水位周知

河川は、洪水浸水想定区域図

を作成・公表しています。しかし、

令和元年東日本台風では、そ

れ以外の中小河川でも多数の

堤防が決壊、人的被害が発生

しており、この様な中小河川が

５０８河川あります。

洪水浸水想定区域図

令和元年東日本台風
濁川（福島県管理河川）

写真提供 ：国土交通省東北地方整備局

＜主な実施箇所：令和３年度＞

○ 御幣川（鈴鹿市）

○ 赤川 （津市・松阪市）

○ 古和川（南伊勢町）

○ 北山川（熊野市） 等

５年後

１００％

流域

要対策

５０８河川

１０４河川

11

※：令和３年３月現在の水位周知河川以外の県が管理する

全ての河川数

現状

２０％

令和４年度見込み（１００％）

５０８河川

※

完了率



⑧ 砂防堰堤等による避難所・要配慮者利用施設の保全

５年後の達成目標

現状：令和３年３月現在の保全施設数（３０４施設）

３か年緊急対策で４施設保全

流域

写真や図

災害リスク

対策例
 砂防堰堤工：土石流が発生し

た時、大きな岩や流木などを
含む土砂を貯め、下流への
被害を防止

 擁壁工：斜面の下に擁壁を作
り、がけ崩れを防止

 法面工：斜面をコンクリート製
の枠で固定したり植物で保護
することでがけ崩れを防止

等

紀伊半島大水害（紀宝町）

オカ谷(紀北町)

砂防堰堤工

豪雨時に土石流や地すべり、

がけ崩れ等の土砂災害が発生

するリスクがある区域※に、

避難所及び要配慮者利用施設

（社会福祉施設、学校、医療施

設等）が、８４３施設確認されて

います。
※ ：土砂災害防止法に基づき指定された

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

及び警戒区域（イエローゾーン）

小学校

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 谷地東谷（紀北町）砂防堰堤工

○ 平野（大台町）砂防堰堤工

○ 辻原５地区（松阪市）擁壁工

○ 川上２地区（度会町）擁壁工 等

現状

３６％

５年後

約４０％

要保全

８４３施設

12

８４３施設

３０４施設
（うち３か年で
４施設保全）

約３４０施設

※：令和元年度調査時の要保全施設数

令和３年度見込み

令和４年度見込み
（３７％）

（３７％）

※

施設カバー率



⑨ 海岸堤防等による高潮対策

５年後の達成目標

現状：令和３年３月現在の対策完了延長数（約９６km）

３か年緊急対策で１．５km実施

流域

 堤防工：堤防の設置や高さを
上げることで、高潮等による
海水の侵入を防止

 養浜工：人工的に土砂を供給
し、減少した砂浜を回復させ、
波の力を減衰

 離岸堤工：沖合いに海岸線と
ほぼ平行に構造物を設け、
波の力を減衰

等

災害リスク

対策例

平成１３年台風第１１号（伊勢市）

宇治山田港海岸(伊勢市)

堤防工

高潮による浸水被害から防災

拠点等が集積する地区や緊急

輸送道路、鉄道等を守るため、

伊勢湾台風が満潮時に到達し

た際の影響を想定し、堤防の

設置や高さを上げる等の対策

が必要な海岸が約１３１ｋｍあ

ります。

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 城南第一地区海岸（桑名市）堤防工

○ 南若松地区海岸（鈴鹿市）離岸堤工

○ 宇治山田港海岸（伊勢市）堤防工、突堤工

○ 井田地区海岸（紀宝町）人工リーフ工 等

現状

７３％

５年後

約８０％

要対策

約１３１km

13

約９６km
（うち３か年で
１．５ｋｍ実施）

約１３１km

※：令和３年３月現在の背後地に防災拠点等が集積する地区や

緊急輸送道路、鉄道等が存在する海岸の延長

令和３年度見込み

令和４年度見込み
（７５％）

（７４％）

約１００km

※

完了率



⑩ 河川堆積土砂の撤去

５年後の達成目標

流域

河川に土砂が堆積すると、水

がスムーズに流れず、豪雨時

に洪水のリスクが高まります。

現在、河川には上流からの土

砂流出により、毎年約２０万m3

の土砂が堆積しており、また、

これまでに撤去されず蓄積してき

た土砂が、全体で約３１０万m3

確認されています。

災害リスク

対策例

県の河川事業により、毎年の堆

積量を上回る約２２万m3を撤去し

ます。加えて、民間の砂利採取に

ついて、制度を拡充することによ

り、毎年１５万m3程度の撤去を目

指します。これらにより、毎年合

計約３７万m3を撤去し、蓄積した

土砂も含めて計画的な撤去を進

めます。

弁天川（津市）

弁天川（津市）

河川堆積土砂の撤去

＜主な実施箇所：令和３年度＞

○ 員弁川（桑名市）

○ 安濃川（津市）

○ 五十鈴川（伊勢市）

○ 銚子川（紀北町） 等

５年後

約４０％

要撤去

約３１０万m3

現状：令和３年３月現在の撤去土量（約２４万m3）

※：平成３０年度末現在の蓄積量

現状

８％

14

約３１０万m3 

約２４万m3 

約１１０万m3 

令和３年度見込み

令和４年度見込み
（２０％）

（１３％）

※

完了率



⑪ 都市公園の老朽化対策都市

５年後の達成目標

現状：令和３年３月現在の対策完了箇所数（２公園）

３か年緊急対策で１公園実施

予防保全型の管理に移行す
るため、長寿命化計画に基づ
き、緊急度の高い老朽化した
公園施設の改修等の対策を
講じます。

 老朽化した休憩施設の更新

 耐用年数を超えた浄化槽
の更新 等

公園施設の老朽化が進み、

公園利用者の事故発生リスク

や、南海トラフ地震等の大規模

災害発生時に避難所や活動・

物資搬送拠点等としての防災

機能を十分に発揮出来ない

リスクがある都市公園が、６公

園確認されています。亀山サンシャインパーク（亀山市）

亀山サンシャインパーク（亀山市）

老朽化した園路の更新

老朽化した園路

要対策

６公園
現状

３３％

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 北勢中央公園（四日市市） 浄化槽更新

○ 鈴鹿青少年の森（鈴鹿市） 休憩施設（四阿）更新

災害リスク

対策例

15

１公園

２公園

６公園

※：令和３年３月現在の県土整備部が管理している都市

公園数

５年後

１００％

令和３年度見込み
（５０％）

※

完了率



流域

想定を超える大雨で河川の水

が堤防を越えると、堤防の裏側

が削られて決壊するリスクが

あります。背後に人家等があ

る箇所で、過去に氾濫の発生

や堤防高等が不足している河

川堤防が約３８ｋｍ確認されて

います。

現状

２２％

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 員弁川（桑名市・朝日町）

○ 久米川（伊賀市）

○ 船津川（紀北町） 等

⑫ 越水しても壊れにくい粘り強い堤防強化対策

５年後の達成目標

５年後

約７０％

災害リスク

対策例

要対策

約３８km

約２６km

約３８km

約９km

現状：令和３年３月現在の対策完了延長（約９km）
裏側の法面や天端等をコンク

リートブロック等で覆い、越水し

ても壊れにくい「粘り強い堤防」

に強化します。

堤防が壊れるまでの時間を少し

でも引き延ばすことによって、住民

の方が避難する時間を確保するこ

とができます。

写真提供 ：国土交通省東北地方整備局

令和元年東日本台風
吉田川（宮城県）

堤防の裏側が削られて崩壊

河川
堤防

コンクリート
ブロック等で
覆い、壊れに
くくする

堤防の裏側が
削られる

令和３年度見込み令和４年度見込み
（５３％） （４５％）

河川
堤防

16

※１

※２

※１：本対策は、３か年緊急対策の対象ではなかったため、

従前は通常事業で対応

※２：令和元年度調査時に堤防背後地に人家や要配慮者

施設等が存在する箇所で、過去に氾濫が発生した、ある

いはその恐れがある未改修 （堤防高不足、堤防断面不足、

工作物未改修等）の河川堤防の延長

完了率



流域

加茂川水系では昭和６３年の

集中豪雨（時間最大５３mm、

総雨量３０６mm）により甚大な

被害（死者４名、浸水面積１８６ha、

浸水戸数７２戸）が発生しました。

こうした豪雨は、加茂川水系で

２０年に１回の確率で発生する

リスクがあります。

鳥羽河内ダムを整備することに

より、河川のピーク時の流量を

１／５に抑え、浸水被害を軽減し

ます。

現状

３７％

⑬ ダム整備（鳥羽河内ダム）

５年後の達成目標

５年後

約８０％

災害リスク

対策例

鳥羽河内ダム

事業進捗率

現状：令和３年３月現在の事業進捗率（３７％）

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 工事用道路工（鳥羽市）

○ 付替道路工（鳥羽市） 等

昭和６３年の集中豪雨（鳥羽市）

ダム整備

令和３年度見込み令和４年度見込み
（５３％） （４６％）

＜浸水被害低減効果＞

浸水想定面積

整備前６２ha→整備後１２ha

浸水想定戸数

整備前３２７戸→整備後１７戸鳥羽河内ダム（鳥羽市）

令和１０年度完成予定
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※：本対策は、３か年緊急対策の対象ではなかったため、

従前は通常事業で対応

※

事業進捗率



対策前

Ｌ２地震発生後

流域 ⑭ ゼロメートル地帯における河川堤防の耐震対策

18

上記区間のうち、地盤の状況等か

ら地震時に変形の恐れがある箇所

については、将来にわたって考えら

れる最大級の強さを持つ地震（L２地

震動）発生後も、堤防高さが照査外

水位※以上の高さを確保できるよう、

鋼矢板打設及び堤防を嵩上げする

等の耐震対策を講じます。
※：照査外水位とは、満潮時の水位や波浪

高さ等を考慮した水位です。

現状

１0％

５年後の達成目標

５年後

約２０％

災害リスク

対策例

要対策

約６km

約１．４km

約６km 約０．６km

現状：令和３年３月現在の着手済み延長数（約０．６km）

３か年緊急対策で約０．６ｋｍ着手（完成約０．６ｋｍ）

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

〇 鍋田川（木曽岬町）堤防耐震

写真提供 ：国土交通省東北地方整備局

東日本大震災（宮城県阿武隈川）

河川堤防は日本海中部地震以前

は地震による外力を考慮しておらず、

大規模地震が発生した場合、沈下

や損傷といった変形が生じ、土地の

低いゼロメートル地帯では、河川の

流水が越流した際に浸水被害が長

期化するリスクがあります。このよう

なリスクの可能性があるゼロメート

ル地帯における河川堤防の区間が

約６ｋｍ確認されています。

土地の高さが満潮時の
平均海水面より低い

対策後

照査外水位※

※：平成３０年度に実施した重要インフラの緊急点検結果

による河川堤防の要対策区間延長が約５１km

約５１kmのうちゼロメートル地帯における河川堤防の

区間延長が約６km

河川堤防

堤防天端高さ

鋼矢板

堤防嵩上げ
（嵩上げ後）
（現況）

阿武隈川

令和３年度見込み

令和４年度見込み
（１６％）

（１３％）

令和７年度

約１．４km完了予定

※

着手率



流域

伊勢湾台風等を機に造られた海

岸堤防は、大規模地震が発生した

場合、沈下や損傷といった変形が

生じ、土地の低いゼロメートル地帯

では高潮や津波による浸水被害

が長期化するリスクがあります。

ゼロメートル地帯で直接海に面し

ている海岸堤防の区間が約６kmあ

ります。

上記区間のうち、地盤の状況等

から地震時に変形の恐れがある

箇所については、将来にわたって

考えられる最大級の強さを持つ地

震（L２地震動）発生後も、５年に１

回程度発生する規模の高潮によ

る浸水被害が生じないよう、鋼矢

板を打設する耐震対策を講じます。

現状

４０％

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 城南第一地区海岸（桑名市）堤防工

○ 川越地区海岸（川越町）堤防工

⑮ ゼロメートル地帯における海岸堤防の耐震対策

５年後の達成目標

５年後

約５０％

災害リスク

対策例

要対策

約６km

約３．４km

約６km

約２．５km

※１：本対策は、３か年緊急対策の対象ではなかったため、

従前は通常事業で対応

※２：令和３年３月現在のゼロメートル地帯で直接海に面している

海岸堤防の区間延長

現状：令和３年３月現在の対策完了区間延長数（約２．５km）

L2地震発生後の堤防天端高さ

５年に１回程度発生
する規模の高潮高さ

堤防

鋼矢板

海水面

大規模地震発生後の堤防天端高さ

海水

令和３年度見込み

令和４年度見込み
（４６％）

（４３％）

土地の高さが満潮時の平均海水面より低い

海岸堤防

海岸堤防

※１

※２
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完了率



⑯ 砂防ダム堆積土砂の撤去

５年後の達成目標

流域

災害リスク

対策例
５年後

約３０％

要撤去

約１８０万m3

現状：令和３年３月現在の撤去土量（約５万m3）

※：令和２年度までの調査による蓄積量（満杯になった

ダムを対象）

現状

３％

約１８０万m3 

約５万m3 

砂防ダムの堆積土砂が満杯に

なると、さらに発生した土砂を

貯めきれず、豪雨時に土石流

が発生するリスクがあります。

砂防ダムには毎年約３万m3

の土砂が堆積しており、満杯

になったダムの蓄積量は全体で

約１８０ 万m3確認されています。

県の砂防事業により、毎年の

堆積量を上回る約１５ 万m3を

撤去します。リスクの高い、土砂

で満杯になった箇所から計画的

な撤去を進めます。

＜主な実施箇所：令和３年度＞

○ 青川砂防ダム（いなべ市）

○ 木梶川砂防ダム（松阪市）

○ 山田川砂防ダム（志摩市）

○ 井戸川砂防ダム（熊野市） 等

大野内川砂防ダム（紀北町）

砂防ダム堆積土砂の撤去
大野内川砂防ダム（紀北町）

約６０万m3 

令和３年度見込み

令和４年度見込み
（１３％）

（７％）

20

※

完了率



＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 北部処理区四日市幹線（四日市市）

⑰ 下水道マンホールの耐震補強

５年後の達成目標

５年後

約８０％

災害リスク

対策例

要対策

１１基

将来にわたって考えられる最大

級の強さを持つ地震（L２地震動）

発生後も下水を上流から下流へ

流せる状態や道路の交通機能を

確保出来るようにマンホールの内

側を鉄筋とコンクリート等で補強

する対策を講じます。

阪神淡路大震災以前の基準で設

計された下水道マンホールは、供用

中に発生する確率の高い地震（L1地

震動）をもとに設計されており、南海

トラフ地震等の大規模地震が発生し

た場合損傷し、下水が流下出来ない

事態や道路陥没等が生じるリスクが

あります。このようなリスクがあるマン

ホールが、１１基確認されています。

現状

９％

１基

現状：令和３年３月現在の対策完了箇所数（１基）

処理場

下水道管路

マンホール

令和４年度見込み
（８２％）

マンホールの補強
北部処理区桑名幹線（桑名市）

×

都市

21

９基

※１：本対策は、３か年緊急対策の対象ではなかったため、

従前は通常事業で対応

※２：１９９７年指針（下水道施設の耐震対策指針と解説

（１９９７年版））以前の基準で設計された下水道マンホール

が４１９基

４１９基のうち平成１６～１７年度に実施した耐震診断で

詳細な検討が必要と判断された下水道マンホールが４０基

４０基のうち詳細設計の結果、耐震補強が必要となった

下水道マンホールが１１基

※１

※２

１１基 完了率



都市 ⑱ 下水道管路の地震対策

５年後の達成目標災害リスク

対策例

要対策

約２km

約２km

現状

―

現状：本対策は５か年加速化対策で新たに講じるものである

ため「－」としている。

※：１９９７年指針（下水道施設の耐震対策指針と解説

（１９９７年版））以前の基準で設計された下水道管路の

区間延長が約１６２km

約１６２kmのうち平成３０年度に実施した重要インフラの緊急

点検による下水道管路の要対策区間延長が約１８km

約１８kmのうち過去の震災において大きな被害が発生して

いないシールド工事で施工された約１６kmを除く、開削あるいは

推進工事で施工された下水道管路の区間延長が約２km

上記区間のうち、地盤の状況等か

ら地震時に損傷の恐れがある箇所

については、将来にわたって考えら

れる最大級の強さを持つ地震（L２地

震動）発生後も、下水を上流から下

流へ流せる状態や道路の交通機能

を確保できるよう対策を講じます。

 耐震性を有する管路に敷設替え

 既設管の内部に新たな管を挿入し

モルタル等を充填して管路を補強

阪神淡路大震災以前の基準で設計

された下水道管路は、供用中に発生

する確率の高い地震（L1地震動）をも

とに設計されており、南海トラフ地震

等の大規模地震が発生した場合損

傷し、下水が流下出来ない事態や道

路陥没等が生じるリスクがあります。

この様なリスクの可能性がある開削

あるいは推進工事で施工された管路

の区間が、約２kmあります。

熊本地震（熊本県上益城郡益城町）
写真提供：熊本県

※

＜主な実施箇所：令和４年度（令和３年度１月補正）＞

○ 雲出川左岸処理区香良洲幹線（津市）

５年後

１００％

既設管

新たな管を挿入

モルタル等を充填

管路補強例

22

令和４年度
見込み
（２０％）

令和７年度

完了予定

着手率



その他の対策メニュー

＜道路分野＞

• 高規格道路のミッシングリンク解消及び４車線化、高規格道路と直轄国道

とのダブルネットワーク化等による道路ネットワークの機能強化対策

• 老朽化対策（橋梁、トンネル、道路附属物等）

＜流域分野＞

• 流域治水対策（河川における河道掘削、堤防整備等）

• 老朽化対策（河川管理施設、ダム管理施設、砂防関係施設、海岸保全

施設、港湾施設）

＜都市分野＞

• 市街地等の緊急輸送道路における無電柱化対策

• 下水道施設の老朽化対策

北部処理区桑名幹線(桑名市)

百々川(松阪市)

堤防整備

新宮紀宝道路（紀宝町・和歌山県新宮市)

高規格道路のﾐｯｼﾝｸﾞﾘﾝｸ解消

下水道施設の老朽化対策

23



主な対策メニュー
現状

令和
２年度末

５年後

令和
７年度末

対策の完了時期

備考
ケース①

令和８年度以降
「５か年加速化対策」と同水準

の国土強靱化予算が継続

ケース②
令和８年度以降

「３か年緊急対策」と同水準
の国土強靱化予算が継続

ケース③
令和８年度以降

通常予算のみで対応

道

路

①
法面・盛土の土砂災害防止
対策（緊急輸送道路）

13% 約40% 約20年後 約30年後 約60年後

②
渡河部橋梁の流失防止対策
（緊急輸送道路）

－ 約50% 約10年後 約10年後 約15年後 仮橋・旧橋撤去を含む

③
舗装修繕
（緊急輸送道路）

－ 約70% 約10年後 約10年後 約20年後
第１次緊急輸送道路につ
いては、令和７年度までに
概ね完了予定

④
橋梁の耐震補強
（緊急輸送道路）

88% 100% 令和８年度完了

⑤
未改良区間の整備
（緊急輸送道路）

47% 約60% 約20年後 約20年後 約30年後

流

域

⑥
河口部の大型水門・樋門等
の耐震化

20% 約50% 約15年後 約20年後 約30年後

⑦ 洪水浸水想定区域図の作成 20% 100%

⑧
砂防堰堤等による避難所・
要配慮者利用施設の保全

36% 約40%
約80年後

（約20年後）
約110年後
（約25年後）

約170年後
（約30年後）

（ ）内は24時間滞在型の
要配慮者利用施設の保全
完了目標

⑨ 海岸堤防等による高潮対策 73% 約80%
約40年後

（約20年後）
約45年後

（約20年後）
約60年後

（約30年後）

（ ）内は背後に指定避難
所が位置する海岸におけ
る対策完了目標

⑩ 河川堆積土砂の撤去 8% 約40% 約15年後※ 約25年後※

都
市

⑪ 都市公園の老朽化対策 33% 100%

※：河川堆積土砂の撤去は、①令和７年度以降も緊急浚渫推進事業債が継続した場合と
②令和６年度で緊急浚渫推進事業債が終了した場合

対策の完了時期＜試算＞ (1)
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25

主な対策メニュー
現状

令和
２年度末

５年後

令和
７年度末

対策の完了時期

備考
ケース①

令和８年度以降
「５か年加速化対策」と同水準

の国土強靱化予算が継続

ケース②
令和８年度以降

「３か年緊急対策」と同水準
の国土強靱化予算が継続

ケース③
令和８年度以降

通常予算のみで対応

流

域

⑫
越水しても壊れにくい粘り強い
堤防強化対策

22% 約70% 約10年後 約15年後 約30年後

⑬
ダム整備
（鳥羽河内ダム）

37% 約80% 令和10年度完成予定

⑭
ゼロメートル地帯における
河川堤防の耐震対策

10% 約20% 約45年後 約80年後 約130年後
鍋田川については、令和
７年度完了予定

⑮
ゼロメートル地帯における
海岸堤防の耐震対策

40% 約50% 約20年後 約20年後 約30年後

⑯ 砂防ダム堆積土砂の撤去 3% 約30% 約15年後※ 完了の見込み無し※

都

市

⑰ 下水道マンホールの耐震補強 9% 約80% 約10年後 約10年後 約10年後

⑱ 下水道管路の地震対策 － 100%

※：砂防ダム堆積土砂の撤去は、①令和７年度以降も緊急浚渫推進事業債が継続した場合と
②令和６年度で緊急浚渫推進事業債が終了した場合

対策の完了時期＜試算＞ (2)



三重県では、防災・減災、国土強靱化対策の工事箇所等において、工事看板への「国土強靱化対

策工事」の記載に加え、県民の皆様に対策の目的や効果等を分かりやすくお伝えするための広報

看板も作成し、掲示を進めています。

写真
写真

強靱化のセリフだけのやつ

工事看板 事業内容の広報看板

防災・減災、国土強靱化対策 現場の伝わる広報

令和４年３月

三重県Ver.２

Ｒ３.６設置

１

資料３



道路ネットワークの機能強化対策 道路施設の老朽化対策道路の法面・盛土の土砂災害防止対策

現場での取組例 ①道路 三重県

Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置２



現場での取組例 ②道路 三重県

Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置 Ｒ３.９設置

Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置

３



流域治水対策（河川） 流域治水対策（海岸） 流域治水対策（砂防）

現場での取組例 ③流域 三重県

Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置４



現場での取組例 ④流域 三重県

Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置

Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置 Ｒ３.６設置

５



無電柱化対策 下水道施設の地震対策・老朽化対策

現場での取組例 ⑤都市 三重県

Ｒ３.８設置 Ｒ３.６設置 Ｒ３.７設置６



広報看板の設置状況や地域の方の反応等について、

三重県県土整備部のＴｗｉｔｔｅｒで発信しています。

Ｔｗｉｔｔｅｒを活用した発信参考 三重県

７



1

資料４

鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の

整備運営事業について



（１）概 要

供用開始年：昭和４７年
供用面積：５１．３ ha
利用者数：約２０万人（令和２年度） ※令和元年度は約３２万人
設置目的：青少年が自然の中で野外活動に親しみ、団体活動を通じて社会連帯意識を強め、

心身ともに健康で豊かな青少年を育成する
主な施設：芝生広場、炊飯場、園路（トリムコース）など

芝生広場

１．鈴鹿青少年の森について

園路炊飯場

（２）位置図・平面図

鈴鹿青少年の森（鈴鹿市）

鈴鹿サーキット

2

（３）主な施設

鈴鹿青少年センター
（教育委員会所管）

鈴鹿青少年の森



２．鈴鹿青少年センター及び鈴鹿青少年の森における課題

＜両施設が抱える主な課題＞

3

・敷地が広大であり、活用しきれていない低利用地エリアがある

・利用者ニーズの変化（利用者アンケートにおいて、オープンカフェ

などの飲食施設や物販施設などへのニーズを確認）

■鈴鹿青少年センター（以下、センター）

・施設稼働率が低い（特に小中学校の集団宿泊研修ニーズが少ない

秋季から冬季にかけて低下）

・利用者ニーズの変化（個室・少人数部屋がない等）

■鈴鹿青少年の森（以下、森公園）



３．取組経緯
H29年度 「三重県財政の健全化に向けた集中取組」における

「県有施設の見直し」の対象に指定

H30年度 先行事例調査

民間事業者から意見収集

R元年度 民間活力導入可能性調査（社会実験の実施）

有識者意見交換会

4

両施設とも、民間活力の導入が可能な立地ポテンシャルを

有していることが明らかに

効率化、コスト縮減、サービス向上等が期待できる民間活力の導入を決定

ＰＦＩ Ｐａｒｋ－ＰＦＩ

ロードサイドエリア

・特定公園施設（駐車場、屋外トイレ等）の

整備

・公募対象公園施設（カフェ等）の整備、

運営・維持管理

・森公園（特定公園施設を含む）の

運営・維持管理

・センターの設計・改修、

運営・維持管理

※両施設の運営・維持管理は

指定管理者制度を併用



４．施設配置及び事業区分図

Ｐａｒｋ－ＰＦＩ事業

・特定公園施設：駐車場、屋外トイレ、広場、園路
（整備：Park-PFI事業者、管理：PFI事業者）

ＰＦＩ事業

芝生広場

・センターの設計・改修、
運営・維持管理

鈴鹿青少年センター

ロードサイドエリア

・森公園の運営・維持管理

ＰＦＩ事業

・公募対象公園施設：カフェ等
（整備：Park-PFI事業者、管理： Park-PFI事業者）

Ｐａｒｋ－ＰＦＩ事業

鈴鹿サーキット
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鈴鹿青少年の森

スタジアム建設予定地



５．昨年度の取組状況等

令和３年 ６月 ・三重県都市公園条例改正および債務負担行為設定の

議案を可決（６月定例月会議）

・事業実施方針の公表

８月 ・入札公告（総合評価一般競争入札）

令和４年 １月 ・落札決定

落札者 ：フロンティアＣ＆Ｐグループ

代表企業：フロンティアコンストラクション＆パートナーズ㈱

・基本協定、PFI事業基本協定、Park-PFI基本協定締結

３月 ・PFI事業契約、指定管理者の指定およびPark-PFIの財産取得の

議案を可決※（２月定例月会議）

※附帯決議

当局におかれては、指定管理事業者と行政のリスク分担について、

また今後指定管理事業者のモニタリングとチェック機能を担う

金融機関と締結される具体的な協定内容について、締結前に整理して、

十分に議会にご説明いただくこと。
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６．今後のスケジュール

令和４年夏ごろ ・特定公園施設の設計モニタリング

・工事着手（ロードサイドエリア（森公園））

８月 ・直接協定締結（県・金融機関）

・融資契約締結（ＳＰＣ・金融機関）

令和５年１月 ・特定公園施設の建設モニタリング

・工事完成（ロードサイドエリア（森公園）

２月 ・第１期：ロードサイドエリア（森公園）オープン

・特定公園施設の指定管理開始

・特定公園施設及び公募対象公園施設（カフェ等）の

管理運営モニタリング開始

４月 ・森公園全体の指定管理開始

・森公園全体の管理運営モニタリング開始

令和６年４月 ・第２期：センターリニューアルオープン

令和23年３月 ・事業完了
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